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妊婦さんへ 
本日、健康センターにて妊娠届けを提出していただきました。 

（交付したものや内容は次のとおりです。） 

１．（１）妊婦一般健康診査受診票 

  ・医療機関で妊婦健診を受ける時に使ってください。 

  ・受診票は 5 回分までありますが、市外に転出された場合残りの受診票は使用で 

きませんので、以下の点にご注意ください。 

・新しく住所のある市町村で残りの回数分の受診票を発行してもらってください。 

   

（２）①妊婦精密健康診査受診申請書 

     ・妊娠中に詳しい検査が必要になったときに申請してください。 

     ・申請により、妊婦精密健康診査受診票を交付します。 

     ②産婦一般健康診査受診申請書 

     ・出産時などに次のようなことがあった場合、申請により産婦一般健康診査

      受診票を交付します。 

   ※ 申請については担当医師に 

     ご相談ください。 

 

２． 『こんにちは赤ちゃん訪問』について 

  滑川市では、「新生児訪問」もしくは｢２か月以降の訪問｣で、お子さんが誕生し

た全世帯を訪問します。 

  （１）新生児訪問について 

    母子手帳についている出生連絡票（ハガキ）により、生後２８日以内に、保健

師または助産師が訪問に伺います。訪問希望の有無に○をつけて出生後１週間以

   内に送付してください。 

   ※なお、出産後の帰り先（１か月程滞在するところ）により送付先が異なります。

出産後の帰り先 送付先 

滑川市 滑川市民健康センター（〒936-0056 滑川市田中新町１２７） 

滑川市以外の富山県内 里帰り先、滞在先の市町村保健センターまたは役場 

（母子手帳内の住所録を参考にしてください） 

富山県外 里帰り先、滞在先の市町村保健センターまたは役場に新生児

訪問についてお問い合わせください。 

  （２）２か月以降の訪問について 

    滑川市で新生児訪問を受けていない方を対象に保健師または母子保健推進員 

等が訪問します。（事前に電話連絡あり） 

 母子保健推進員について…市でお願いしているボランティアの方々で、お子さんの健 

やかな成長へのお手伝いとして活動していただいています。（ピンクのちらしの名簿） 

３． ママと赤ちゃんのふれ愛会（ピンクのちらし） 

  妊娠中に参加していただける、母乳に関する教室です。参加をお待ちしています。

 

お問い合わせ、相談窓口は月～金曜日（８時３０分～５時まで）受付しています。

電話や来所での相談等、お気軽にご利用ください。 

 健康診査･健康相談等により取得された個人情報は、個人の健康管理・公衆衛生等の管理を目的として、

滑川市が安全管理を行います。このことにご理解･同意くださいますようお願い申し上げます。 

滑川市･滑川市民健康センター

（電話４７５－８０１１）

早産（妊娠２２週以降から満３７週未満） 

帝王切開による出産 

低体重児出産（２，５００g 未満） 

死産               等 

妊娠届出時

健康センター窓口

看護職対応
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～滑川市民健康センターからのお知らせ～ 

 

このファイルに入っているものは・・・ 

① ～滑川市民健康センターからのお知らせ～（この用紙） 

② 予防接種に関するもの（予防接種手帳・予防接種と子どもの健康） 

③ 子育て支援各種パンフレット 

 

 予防接種について 

予防接種手帳には、小学入学前までに行う予防接種の予診票がつづられています。大

切に保管しておきましょう。 

なお、接種時期や回数、方法は予防接種の種類によって違います。（手帳１ページをご

覧下さい）なお、個人通知はありません。 

 まずは、生後３か月を過ぎたらＢＣＧ予防接種を受けましょう。 

（接種期間は生後３か月以上～６か月未満まで） 

接種場所は市内指定医療機関です。（手帳２ページをご覧下さい） 

 こんにちは赤ちゃん訪問について 

滑川市では、新生児訪問もしくは２か月以降に訪問します。 

「新生児訪問」では助産師（出生連絡票のハガキで希望された方のみ）、「２か月以降の訪問」

では母子保健推進員または保健師等が訪問します。（事前に電話連絡してからお伺いします。） 

 ４か月児健康診査について 

 ※生まれ月によって、健診日が異なります。個人通知はありませんので日時は広報で 

必ず確認して下さい。（通常は月の第４木曜の午後に実施していますが、祝日などの 

関係で、変更する場合もあります） 

 

（場 所）市民健康センター 

（受付時間）午後１:１０～１:３０ 

（持ち物）母子健康手帳、替えオムツ、 

ミルク（必要な方）  など 

（内 容）身体計測、問診、小児科診察、 

相談、離乳食講習会、 

絵本の読み聞かせ体験 

※その日の人数にもよりますが、 

所要時間は２時間程度です。 

 

市民健康センターでは、子育てに関する電話相談・教室を開催しております。 

詳しくは毎月、市の広報をご覧下さい。 

（お問い合わせ先）滑川市民健康センター 電話４７５－８０１１ 

１

２

３

大事です！ 

出生届

福祉課窓口

事務職
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